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田村市では、お子さまが小・中学校に通学するうえで、経済的な理由によって学用品

費等の学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの方に、必要な経費の一部を援助す

る制度を設けています。 
 

援援援援援援援援助助助助助助助助をををををををを受受受受受受受受けけけけけけけけらららららららられれれれれれれれるるるるるるるる方方方方方方方方        
        

田村市内に住所を有し、以下の基準に該当する田村市立小・中学校に通学する児童生

徒の保護者で教育委員会が認定する方が援助を受けることができます。 

援助を希望される方は、「就学援助費受給申請書（兼世帯票・委任状）【様式１】」に

必要書類を添付して通学している学校へ提出してください。 

 

援助費受給基準（申請理由） 証明する添付書類(コピー可) 

生活保護を受けている (不要) 

世帯世帯世帯世帯のののの総所得額総所得額総所得額総所得額がががが一定基準一定基準一定基準一定基準（（（（世帯構成、年齢等により変動）以下以下以下以下で下記に該当する方 

市町村税が非課税又は減免されている 非課税証明書等 

個人事業税が減免されている その旨の証明書 

固定資産税が減免されている その旨の証明書 

国民年金の掛金が減免されている その旨の証明書 

国民健康保険料の減免又は徴収の猶予がされている その旨の証明書 

児童扶養手当の支給を受けている 児童扶養手当証書 

生活福祉資金を借りている その旨の証明書 

その他、経済的にお困りの特別な事情がある  

所得証明書所得証明書所得証明書所得証明書（生計生計生計生計をををを共共共共にしているにしているにしているにしている方全員方全員方全員方全員の所得証明書）は申請者全員が必ず添付する

こととなります。住民票上で世帯を異にする者であっても、同同同同じじじじ住所住所住所住所にににに居住居住居住居住しししし生計生計生計生計をををを

同同同同じくするじくするじくするじくする者全員者全員者全員者全員の所得証明書を添付してください。 
 

 ＊ 所得証明書を申請する際には｢就学援助受給申請｣に使用すると窓口にてお伝え

ください。公用により無償となります。 

 ＊ 口座振込（B）を選択された方は、名義等確認のため通帳表紙裏面の写しを添付

してください。 

＊ 現在認定現在認定現在認定現在認定されているされているされているされている方方方方についてもについてもについてもについても毎年毎年毎年毎年申請申請申請申請がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。なお、申請書は各

学校にあります。 

＊ 資産状況、親族からの援助の状況などにより、上記にかかわらず援助の対象にな

らない場合もあります。 

 



援援援援援援援援助助助助助助助助さささささささされれれれれれれれるるるるるるるる主主主主主主主主なななななななな内内内内内内内内容容容容容容容容        
  

学用品費・通学用品費・新入学児童生徒学用品費（小学校１年、中学校１年） 

修学旅行費・校外活動費・体育実技用具費・医療費・学校給食費 
 

申申申申申申申申請請請請請請請請にににににににに係係係係係係係係るるるるるるるる注注注注注注注注意意意意意意意意事事事事事事事事項項項項項項項項ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて        
 

○ 就学援助費受給申請書の裏に、｢就学援助を申請される保護者の方へ｣が記載されて

います。よく読んでから申請書を記入してください。  

○ 申請書を提出する際には、証明書類を必ず添付してください。 

○ 小学校と中学校それぞれにお子さんが通う場合には、申請書を別々に提出してくだ

さい。 

○ 申請書は、ボールペン等で記入願います。 
 

認認認認認認認認定定定定定定定定ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて        
 

○ 世帯全員の所得額や学校長の意見、必要に応じて民生委員の意見を参考にしながら

認定いたします。 

○ 税の申告をしていない方は判定ができませんので必ず申告をすませておいてくだ

さい。所得がない方（被扶養者は除く）も、所得がない旨の申告（住民税の申告）を

してください。 

○ 認定結果については保護者及び校長へお知らせいたします。 
 

支支支支支支支支給給給給給給給給方方方方方方方方法法法法法法法法ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて        
 

○ 支給は、年３回（７月、１２月、３月）に申請のあった受給方法により支給されま

す。 

○ 医療費については、認定後教育委員会から交付される医療券を医療機関へ提出し、

受診することにより援助が受けられます。 

○ 給食費等に未納がある場合には、援助費を充当する場合があります。 
 

そそそそそそそそのののののののの他他他他他他他他        
        
手続きなどご不明な点がありましたら、お子さまの通学している学校（○○○学校 

℡  -    ）又は田村市教育委員会学校教育課（℡0247-68-3112）までお気軽にご相談

ください。 

 

 田村市教育委員会 


